
     

 
 

     

問 

下
流
側
土
佐
市
へ
の
水

位
上
昇
に
よ
る
影
響
が
懸
念

さ
れ
る
た
め
、
国
土
交
通
省
は
、

下
流
の
用
石
箇
所
な
ど
の
河

道
掘
削
を
行
い
な
が
ら
、
両
事

業
は
着
々
と
進
捗
し
て
い
る
。

工
事
の
完
了
時
期
等
、
下
流
側

の
水
位
上
昇
に
よ
る
影
響
に

つ
い
て
問
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

答 

板
原
市
長 

宇
治
川
排
水
機
場
ポ
ン
プ

増
設
は
令
和
元
年
内
完
成
予

定
。
日
下
川
新
規
放
水
路
は
、

令
和
3
年
3
月
。
土
佐
市
用

石
箇
所
な
ど
の
樹
木
伐
採
・

河
道
掘
削
を
実
施
す
る
こ
と

で
洪
水
の
水
位
上
昇
を
吸
収

で
き
る
。
ま
た
、
日
下
川
新
規

放
水
路
及
び
宇
治
川
排
水
機

場
の
運
用
で
、
仁
淀
川
の
堤

防
決
壊
の
危
険
性
が
あ
る
よ

う
な
大
き
な
洪
水
時
は
排
水

を
停
止
し
、
下
流
へ
の
影
響

を
防
ぐ
予
定
。
用
石
等
で
の

対
策
事
業
の
早
期
実
現
及
び

排
水
施
設
の
適
切
な
運
用
が

必
要
。
国
に
対
す
る
要
望
し

て
い
く
。 

           問 

平
成
29
年
に
続
き
質
問

工
事
設
計
で
流
量
計
算
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
が
、
下
流
水

位
の
数
値
は
示
さ
れ
な
い
。
過

去
の
協
議
会
勉
強
資
料
（
国
土

交
通
省
提
供
）
に
条
件
は
あ
る

が
水
位
上
昇
は
約
7
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ㇽ
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

両
事
業
の
早
期
実
現
と
排

水
施
設
の
適
正
な
運
用
を
願

う
。
下
流
域
の
安
全
は
下
流
域

の
願
い
で
あ
り
進
捗
を
注
視

し
て
い
く
。 

     

問 

本
年
度
国
土
交
通
省
水

管
理
・
国
土
保
全
局
予
算
概
要

で
は
、
平
成
30
年
7
月
豪
雨

時
の
災
害
を
受
け
て
、
実
施
し

た
イ
ン
フ
ラ
の
緊
急
点
検
を

踏
ま
え
た
防
災
・
減
災
・
国
土

強
靭
化
対
策
を
推
進
。
気
候
変

動
適
応
策
が
盛
り
込
ま
れ
た
。 

仁
淀
川
堤
防
の
歴
史
を
よ

く
知
る
市
民
の
方
は
、
堤
防
の

安
全
性
に
つ
い
て
不
安
を
抱

い
て
い
る
。 

 
 

昨
年
の
豪
雨
災
害
堤
防
決

壊
な
ど
か
ら
、
仁
淀
川
の
堤
防

内
部
の
地
質
調
査
を
求
め
る
。 

 

答 

板
原
市
長 

 

国
土
交
通
省
に
よ
る
と
平

成
18
年
ま
で
に
仁
淀
川
全
域

概
ね
1
㎞
ご
と
に
地
質
ボ
ー

リ
ン
グ
調
査
を
行
っ
て
い
る
。 

堤
防
の
漏
水
対
策
が
必
要
な

高
岡
箇
所
は
、
平
成
30
年
工

事
完
了
。
用
石
箇
所
は
現
在

工
事
中
。
今
後
も
堤
防
巡
視
・

点
検
に
加
え
、
洪
水
時
の
巡

視
の
強
化
を
行
う
。 

問 

昨
年
議
会
質
問
に
あ
た

り
仁
淀
川
の
河
川
国
道
事
務

所
を
訪
ね
た
際
、
工
事
個
所
に

つ
い
て
は
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査

し
て
い
る
が
、
全
体
の
調
査
は

し
て
な
い
と
い
う
説
明
で
あ

り
、
今
回
の
答
弁
内
容
と
は
齟

齬
が
あ
り
、
調
査
し
て
い
れ
ば

調
査
デ
ー
タ
を
求
め
る
。 

答 

市
長
答
弁 

 

再
度
の
調
査
を
す
る
。 

     
問 
今
議
会
複
合
文
化
施
設

の
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用

に
つ
い
て
行
政
報
告
あ
る
も
、

積
算
根
拠
が
明
確
で
な
い
の

で
理
解
し
難
い
。
市
民
に
分
か

り
や
す
い
説
明
を
求
め
る
。 

答 

中
平
生
涯
学
習
課
長 

 

商
工
会
の
複
合
文
化
施
設

使
用
条
件
は
、
現
在
事
務
所

と
し
て
使
用
し
て
い
る
土
地

の
市
へ
の
無
償
譲
渡
、
積
立

金
か
ら
市
へ
600
万
円
の
寄
付

に
よ
り
使
用
料
は
徴
さ
ず
光

熱
水
費
、
保
守
維
持
管
理
費

実
費
負
担
な
ど
で
協
議
中
。 

問 

条
例
第
4
条
第
3
号
規

定
に
よ
り
と
は
？
『
・
・
前
2

号
に
よ
り
難
い
場
合
は
市
長

が
別
に
定
め
る
。
』
と
は
市
長

の
裁
量
権
で
あ
り
、
市
長
の
責

任
は
重
い
。
商
工
会
は
、
市
の

発
展
に
寄
与
す
る
考
え
と
併

せ
、
積
算
根
拠
に
基
づ
き
市
民

に
と
っ
て
も
公
平
な
契
約
を

求
め
る
。 

＊
そ
の
他
の
質
問 

「
給
食
セ

ン
タ
ー
跡
地
の
利
用
に
つ
い

て
、
主
と
し
て
高
岡
第
一
小
学

校
が
利
用
で
き
る
駐
車
場
に
」 

大
丈
夫
？
下
流
水
位 

日
下
川
新
規
放
水
路
及 

宇
治
川
排
水
機
場
増
設 

 
 

行
政
財
産
目
的
外
使
用 

分
か
り
や
す
い
説
明
を 

仁
淀
川
堤
防
内
部
の 

地
質
調
査
に
つ
い
て 

 

現在の日下川樋門 


